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  公   告   

公告第 ２６９ 号 

  令和２年３月２５日 

 

 熊本市一般競争入札実施要領の一部を改正する要領を公告する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市一般競争入札実施要領の一部を改正する要領 

 

 熊本市一般競争入札実施要領（平成１９年告示第２３０号）の一部を次のように改正する。 

 

３(2)中「特殊なもの、高度な技術力を要するもの」を「熊本市建設工事技術提案型総合評価一

般競争入札試行要領（平成２８年公告第２４２号）若しくは熊本市建設工事に係る業務委託総合

評価一般競争入札試行要領（平成２１年告示第５６５号）によるもの」に改め、３(2)の次に(3)

として次のように加える。 

 

（3）入札後審査方式のうち、特殊又は高度な技術力を要するものにあっては入札後審査方式（技

術要件設定型）により入札手続を行うものとする。ただし、特殊なもの又は高度な技術力を要す

るものにあって、市長が必要と認める場合には、入札前審査方式によることができるものとする。 

 

４(3)中「ただし、」の次に「既に審議を経た事項と同一の事項を競争入札参加資格とする対象

工事等については、その限りでない。また、」を加え、４(6)中「ただし書」を「後段」に改め、

「入札前審査方式」の次に「又は入札後審査方式（技術要件設定型）」を加える。 

 

９(4)に次のただし書きを加える。 

ただし、入札後審査方式（技術要件設定型）にあっては、審査会の議を経て、確認を行うもの

とする。 

 

１３(2) 中「決定する。」の次に「ただし、入札後審査方式（技術要件設定型）にあっては、

審査会の議を経て、確認を行い、競争入札参加資格があると認めた場合に落札者として決定する

ものとする。」を加える。 

 

  附 則 

この要領は、令和２年４月２０日から施行し、同日以降に公告をするものについて適用する。 

 


